
○大学学寮研修規程 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、昭和女子大学学則第 14条の規定に基づき、学寮研修の運営に関す

る必要な事項を定める。 

（学寮研修の目的・目標） 

第 2条 集団生活を通して建学の精神「世の光となろう」を実践する場として、学寮研修

を実施し、以下を目標とする。 

 (1) 規律ある集団生活を体験することにより、協調性・責任感・奉仕の精神などの社会

性を養う。 

 (2) 寝食を共にする中で、教員や友人との人間関係を深め、コミュニケーション能力を

高める。 

 (3) プログラムを展開する中で、リーダーとしての資質を養うとともにメンバーシップ

を身につける。 

 (4) 豊かな自然環境の中での体験活動を通して、自然を愛する心や感受性を育む。 

（内容及び回数） 

第 3条 学生は大学が定める学寮研修に参加しなければならない。 

 2 学寮研修の内容及び回数は、学生部が定める学寮研修ガイドラインに基づき、学生

が主体となり企画運営し、学科及び教員は助言者になるとともに研修全体の安全管理の責

任を担う。 

 3 やむを得ない事情により学寮研修を欠席した場合、代替課題の提出をもって学寮研

修への参加とみなす。 

（規程の改廃） 

第 4条 この規程の改廃は、学長の承認を得るものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 


